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氏　　名　　
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越前市空家等対策早期決断支援事業補助金交付事前確認書

　越前市空家等対策早期決断支援事業補助金の交付を受けたいので、越前市空家等対策早期決断支援事業補助金交付要綱の規定により、事前確認書を次のとおり提出します。
　また、この事前確認に当たり、私の市税等の納付状況その他必要なことを市長が確認することに同意します。
記
	申請予定額
（チェックリスト３）
	金　　　　　　　　　　　円

	補助対象者区分
（チェックリスト１）
	□解体
□家財処分

	空家（住宅）の所在地
（アンケート）
	越前市


	解体・家財処分完了予定日
	　　　　年　　月　　日



（添付書類）
(1) 空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト１（別紙１）
(2) 空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト２（別紙２）
(3) 空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト３（別紙３）
(4) 上記チェックリストに該当する添付書類

（別紙１）
空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト１

該当する箇所にチェックを入れてください。
（次の表の区分の欄のいずれかに該当する必要があります。）
※特に指定がない場合は、事前確認書の提出時点の状況で判定してください。
	チェック
	区分
	対象者
	提出書類

	
	解体
	次の空家を解体しようとする
者（家財処分による補助金を
受けている場合を除く。）
(1) 居住者が死亡した日から３年以内の空家（居宅を含む表記で登記（記録）されている一戸建て住宅）
(2) 居住者が施設入居又は子ども等と同居した日から３年以内の空家（居宅を含む表記で登記（記録）されている一戸建て住宅）
	・居住者の死亡による空家の場合
死亡日が分かるもの及び死亡前にその空家に居住していたことが分かるもの（住民票の除票等）
（住民票の除票の場合は添付省略可）
・居住者の施設への入所、又は子ども等との同居による空家の場合
施設入所日又は転居日若しくは転出日が分かるもの及び、それまで空家に居住していたことが分かるもの（住民票の除票等）
（住民票の除票の場合は添付省略可）
・空家を特定できるもの（固定資産税課税明細書、登記事項証明書等）

	
	家財処分
	次の空家を売却又は貸し出す
ために空家の家財を処分しよ
うとする者
(1) 居住者が死亡した日から３年以内の空家（居宅を含む表記で登記（記録）されている一戸建て住宅）
(2) 居住者が施設入居又は子ども等と同居した日から３年以内の空家（居宅を含む表記で登記（記録）されている一戸建て住宅）
	

	
	共通
	補助金の対象とする空家は、
同一の敷地において１棟であ
ること。
	



※正確な要件等は、越前市空家等対策早期決断支援事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。





（別紙２）
空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト２

補助対象事業完了後に提出等を行えるものにチェックしてください。
全ての欄に該当する必要があります。
	チェック
	区分
	要件
	提出書類

	
	解体
	・事前確認を受けた日から「６か月以内」に空家の解体を完了すること。
・部分解体ではないこと。
	・領収書等（申請者が支払ったことが分かるもの）
・解体前後の写真

	
	家財処分
	・事前確認を受けた日から「６か月以内」に家財処分を完了すること。
・事前確認を受けた日から「６か月以内」におうちナビの登録を完了すること。
	・領収書等（申請者が支払ったことが分かるもの）
・家財処分前後の写真
・おうちナビでの
当該住宅を案内している画面のコピー（添付省略可）など

	
	相続相談
	相続の相談を行い、解体又は家
財処分を完了していること。
	・領収書等（申請者が支払ったことが分かるもの）
・弁護士へ相談したことが分かるもの

	
	期限要件
	・申請書兼実績報告書兼請求書は当該事前確認を受けた翌年度の２月末日までに提出すること。
・ただし、市長はやむを得ない事情があると認めるときは、当該期限並びに解体又は家財処分の完了期限を１か月延長することができる。
	


※正確な要件等は、越前市空家等対策早期決断支援事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。
（別紙３）
空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト３

補助金の額
1 補助額　「②＋③」と④（合計金額）との少ない額
　　　　　　　　　　円　

2 解体又は家財処分費用（税込み）※÷３（１，０００円未満の端数切捨て）
　　　　　　　　　　円　(分からない場合は上限金額をご記入下さい。実績報告時の支払い額に応じて補助額が減額する場合があります。)

3 弁護士費用(税込み)※÷３（１，０００円未満の端数切捨て）
　　　　　　　　　　円　(分からない場合は上限金額をご記入下さい。実 績報告時の支払い額に応じて補助額が減額する場合があります。)

④ 該当する箇所について、金額を記載してください。
	金額(万円)
	区分
	要件
	上限金額
	提出書類

	
	解体
	補助事業を行うこ
と。
	１０万円

	・当該住宅の位置が分かる地図等
・申請者について、越前市税の滞納がないことが分かる書類（添付省略可)
・アンケート（添付１）

	
	家財処分
	補助事業を行うこと。
	５万円
	

	
	相続相談加算
	相続に関して弁護士に相談すること。
	５万円
	

	合計

万円
	
	
	
	




（空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト３　添付１）
空家等対策早期決断支援アンケート

Ｑ１　空家の売却・賃貸や解体を決めた主な理由（複数選択可）
□ 建物の老朽化
□ 近隣への迷惑のおそれ
□ 維持管理の負担感
□ 土地活用
□ 行政からの助言・指導
□ 補助金があったため
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ２　補助金がなかった場合でも空家の売却・賃貸や解体をしましたか（１つを選択）
□ したと思う
□ しなかった
□ わからない

Ｑ３　補助金が空家の売却・賃貸や解体の決断に与えた影響（１つを選択）
□ 非常に大きい（補助金が決め手になった）
□ 大きい（後押しになった）
□ 多少影響した
□ あまり影響しなかった
□ 影響はなかった

Ｑ４　補助金があることで、どのように影響しましたか（複数選択可）
□ 費用面の不安が軽減された
□ 時期を早めた
□ 家族の同意が得られやすくなった
□ 決断するきっかけになった
□ 影響はなかった
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





Ｑ５　本補助金を何で知りましたか（複数選択可）
□ 市の広報紙
□ 市ホームページ
□ 市公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Instagram、YouTube）
□ 家族・知人からの紹介
□ 区長からの紹介
□ 不動産業者
□ 事業者・施工業者
□ 市役所窓口・職員からの案内
□ 市窓口サービス課からのチラシ
□ 公民館のチラシ
□ 新聞・テレビ
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ６　今回の制度を利用して空家・土地（空家跡地含む）の利活用を図ることができそうか（１つを選択）
□ できそう
□ できそうにない
□ わからない

Ｑ７　居住者が死亡又は施設入居、子ども等と同居した日から３年以内という
補助金交付の条件について。（１つを選択）
□ 妥当である
□ やや妥当である
□ やや短い
□ 短すぎる
□ 分からない

Ｑ８　その他〔自由記述〕
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





このアンケートは、個人情報が特定されないように集計し、越前市の住宅政策などの行政運営の向上を図るために利用します。
